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ぐんま住まいの相談センター

相　談　事　例

相談タイトル　

相続した空き家について

　Q：ご相談内容

大泉町に在る相続した「空き家」を空き家バンクに登録しようとしたが、大
泉町には空き家バンクがないので、住まいの相談センターに相談するよう言
われた。

A：回答

売買、賃貸をお考えなのであれば、不動産業者に依頼されるのが一般的と思
いますので、宅建業協会、全日本不動産協会等にお問い合わせいただき、ご
希望のエリアの不動産業者の一覧などから業者を選択される方法もあると思
います。貸出しについて、公的な制度に基づく安定した家賃収入を求められ
るのであれば、JTI（移住・住みかえ支援機構）で実施している「マイホー
ム借上げ制度」と言うものがあります。空き家になってしまっている住宅の
管理については、「群馬県空き家管理事業者情報提供制度」というものがあ
り、空き家管理事業者を地域別に紹介を行っている制度もあります。


